
 
「2026 じばさん夏の市」出展者 募集要項 

                                         

【イベント名称および開催日時】 

「2026 じばさん夏の市」 

令和 8 年７月１１日(土), １２日(日)の 2 日間 １０時～１６時 

                                         

【主催＆会場】 

（公財）桐生地域地場産業振興センター（桐生市織姫町２－５） 
                                         

【出展資格】 

桐生地域（桐生市、みどり市）内に所在する（製造場所も可）地域産品製造業者 
  ※食品，飲料，菓子などを調理の上、販売する出展者は、群馬県仮設営業許可証のコピーをご提出下さ

い。また、火気使用の出展者はイベント当日、消火器の設置をお願い致します。 

                                       

【出展方法】 

・イベント開催期間中（２日間）、自社小間内で出展者自らが対面による販売行為（接客，

集計，金銭授受．包装等）を行うものとします。 
  ※酒類の販売、提供は禁止させて頂きます。 

   ※原則 2 日間ご参加頂きます。但し、やむを得ず参加不可能な日がある場合は、予め事務局へご相談

下さい。 

                                         

【小間】 

◆屋内小間サイズ １小間＝１．８ｍ×１．８ｍ 
・机（１小間あたり１枚（サイズ 180 cm×60cm））とイス（１小間あたり１個）を用意します。 

・机、イス、その他備品を持ち込むことは可能です。 

・センターが用意する机のほか、机をご希望の場合は有料にて貸出致します。 

（机１枚 1,000 円（税込）／数に限りあり） 

                                         

◆屋外小間サイズ  
 １小間＝２．５ｍ×２．５ｍ  

・机、イス、テントの貸出はございませんので、備品は全てお持ち込み下さい。 

・強風の際のテント管理など、持ち込み備品に関する安全管理は全て出展者が行って下さい。 

                                         

◆小間数  

１社あたり最大２小間まで申込可能ですが、申込多数の場合、最大１小間までとさせて頂く場合がござ

います。予めご了承下さい。 

                                         

【会場・出展料金】 

会 場 
出展料金 

（１小間・税込） 
備考 

会

場

① 

１階「第 1 ホール」 

および１階ロビー 
10,000 円（税込）  

会

場

② 

中 3 階「第 2 ホール」 7,000 円（税込） 
同会場において全国物産品の販売を予定 

（※変更になる場合がございます。） 

会

場

③ 

屋外 8,000 円（税込） 

※火気を使用される場合は、屋外出展と

なります。テント等お持込の上、ご出展

下さい。なお車両販売を希望される場合

は、事前にご相談下さい。 
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【会場レイアウト及び小間配置】 
・従来の会場レイアウトから変更する場合がございます。 

 ・会場レイアウト及び小間配置の詳細は出展者説明会にてご連絡致します。 

 ・混雑や蒸気・臭い等の発生など予想される場合、その他、電気配線の使用有無などの条件を考慮して、

希望会場からの移動や小間配置の指定をさせて頂く場合がございます。（蒸気・臭い等の発生が予想され

る場合は事前にお申し出下さい。） 

・センターが小間配置を決定する箇所以外の配置は、出展者説明会にて抽選により決定します。（予定） 

・抽選は申込み順で実施します。 

・小間配置の決定に異議を申し立てることはできません。 

                                         

【PR 方法】 

 ●チラシ配布およびポスター掲示 

・桐生市、みどり市全戸へのチラシ配布を予定 
※配布先、部数は未定。変更になる場合がございます。 

・桐生市、みどり市、その他近隣市内各施設へのチラシ配布、ポスター掲示 

 ●センターHP 掲載、プレスリリースなど 

                                         

【広告】 

◆広告料金 1,500 円（税込） 
・通常広告料金 2,000 円のところを、「2025 冬の市」と同様、今回「2026 夏の市」も、特別価格

1,500 円とさせて頂きます。 

・広告料金をご負担頂けない場合、「2026 夏の市」に出展することができませんので、予めご了承下

さい。 

                                         

【PR チラシへの情報掲載】 
・掲載サイズは未定です。会社名、商品名、商品画像の掲載を予定しています。 

 （出展者数により上記内容が変更になる場合がございます。） 

【参考】前回 2025 冬の市のチラシ掲載サイズは 2cm×2cm 程度 

・掲載サイズにより広告料金が異なります。以下の A～C よりお選び下さい。 

 

A．通常サイズ料金： 1,500 円（税込）※掲載サイズは 2cm×2cm 程度を予定（出展者

数によりサイズ変更になる場合がございます。） 

 

B．サイズ２倍 料金：3,000 円（税込）※通常サイズの２倍の掲載サイズを予定。 

  

C．サイズ４倍 料金：６,000 円（税込）※通常サイズの４倍の掲載サイズを予定。 

                                        

【電気料金】 

電気（１Φ・100V）を使用する場合は、以下のとおりご負担をお願い致します。 

◆500W までの使用＝1,000 円（税込）／◆1500W までの使用＝3,000 円（税込） 

※１Φ・２００Ｖ および ３Φ・２００Ｖは使用不可。その他、合計の電気容量が多い場合は、使

用制限をさせて頂く場合がございます。 
                                         

【来場者へのプレゼント企画】 

来場者増大を目的とした「商品プレゼント企画」を予定しております。景品協賛として上代 3,000 円程

度の商品をご提供頂きたく、ご協力のほど宜しくお願い致します。 

                                         

【出展申込】 

◆申込方法および申込先 

 別紙申込用紙に必要事項を記入の上、地場産センターへご提出下さい。 

（メール，ＦＡＸ，持参いずれも可） 
（公財）桐生地域地場産業振興センター〒376-0024 桐生市織姫町２－５ 

電話 0277-46-1011  FAX 0277-46-1014 メールアドレス shinko@kiryujibasan.or.jp 
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◆申込受付期間 

４月２4 日（金）午前１０時から ５月１０日（日）午後４時まで （先着順） 
 

◆その他 
・センターにて出展申込書を受信後、３日以内に受付完了のお電話を致します。センターからの電話が無

い場合はメールや FAX が到着していない可能性がございますので、お問い合わせ下さい。 

・出展申込の締切日前であっても、出展希望者多数の場合は、先着順により受付を締め切らせて頂きます。 

 

・出展料等は「出展者説明会」会場にてお支払い下さい。 

 

◆出展キャンセル 
・準備の都合上、出展キャンセルはできません。申込書提出の後、出展しない場合も出展料を徴収致しま

す。 

                                         

 

【出展者説明会】 
以下のとおり出展者説明会を行いますのでご出席下さいますよう宜しくお願い致します。 

・日時：６月１６日（火）１４時～ 

・会場：地場産センター１階「第１ホール」 

・内容：小間配置の決定や搬入搬出等注意事項の説明、ＰＲ用資料の配布を行う予定です。 

                                         

 

【その他 出展規約】 

（１）不可抗力等による開催中止等 

・主催者は、天災その他、不可抗力によるやむを得ない事情で会期を変更し、または開催を中止する場合

があります。この場合、主催者は中止によって生じた損害の補償の責を負いません。また、それまでに

要した経費は出展者に負担して頂きます。 

 

（２）禁止事項 

・小間の譲渡・転貸・交換 

・照明や音量等により、他の出展者に対し迷惑となる行為 

・公序良俗に反する行為 

 

（３）出展物の保護管理 

・出展者は会場全般の保全にあたります。 

・出展者は、準備・撤去中および開催期間中、自社出展物の保護、管理の責任を負うものとします。 

・天災その他不可抗力による損傷、紛失、火災、盗難等の事故について、主催者はその責を負いません。

したがって、出展者は出展物保護にあたるとともに、保険を付する等の措置をとって下さい。 

 

（４）安全の確保 

・出展者は、搬入・搬出、施工、実演等の作業全般について、事故防止策を講じて下さい。 

・出展者の行為により事故等が発生した場合は、当該出展者の責任において解決するものとします。 

・消防法等、法令による展示規制、その他安全確保のための展示装飾の改修と費用は、出展者負担とします。 

以 上 
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